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高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
る
み
な
さ
ん
へ

問
健
康
保
険
課　

保
険
年
金
係　

☎
52
‐
５
８
０
９

  

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
、
ひ
と
つ
の
医
療
機
関
に

お
い
て
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
た
場
合
、
窓
口
で
の

お
支
払
い
が
一
定
の
金
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

 

外
来
診
療
を
受
け
た
場
合
、
ひ
と
月
の

窓
口
負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
以
上
に

な
っ
た
場
合
で
も
、
い
っ
た
ん
そ
の
額
を

お
支
払
い
い
た
だ
き
、
後
で
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
部
分
を「
高
額
療
養
費
」と

し
て
お
返
し
し
て
い
ま
し
た
。

  

医
療
機
関
等
の
窓
口
に
「
被
保
険
者
証
」

や「
認
定
証
」（
限
度
額
適
用
認
定
証
）等
を

提
示
す
れ
ば
、
ひ
と
月
の
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
る
部
分
を
支
払
う
必
要
が
な
く

な
り
ま
す
。

　「
認
定
証
」の
交
付
に
は
申
請
が
必
要
で

す
。
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療

に
加
入
さ
れ
て
い
る
人
は
役
場
で
手
続
き

が
で
き
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※ 

被
用
者
保
険
（
協
会
け
ん
ぽ
・
健
康
保

険
組
合
・
共
済
組
合
等
）
に
加
入
し
て
い

る
人
に
つ
い
て
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

３
月
31
日
ま
で

４
月
１
日
か
ら

高額な外来診療受診者 手続き

 ・70歳未満の人

・70歳以上の非課税世帯の人

役場で「認定証」の交付申請をして、現在お持ちの「被

保険者証」や「高齢受給者証」と一緒に医療機関の窓口

に提示してください。

・70歳以上の課税世帯の人

手続きは必要ありません。現在お持ちの「被保険者証」

と「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してくだ

さい。

●国民健康保険に加入している人

高額な外来診療受診者 手続き

 ・非課税世帯の人
役場で「認定証」の交付申請をして、現在お持ちの「被保

険者証」と一緒に医療機関の窓口に提示してください。

・課税世帯の人
手続きは必要ありません。現在お持ちの「被保険者証」

を医療機関の窓口に提示してください。

●後期高齢者医療に加入している人

※入院中等により既に「認定証」をお持ちの人は、そのまま外来診療でも使用することができます。
　再申請は必要ありません。

【必要な手続き】


